
相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金 

募集要項 

 

 

 

 

 さがみはらＳＤＧｓパートナー（以下「パートナー」という。）が中心となり、他のパートナー

又は事業者・団体等との連携により、ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に向けて先進的に取り組

む事業に必要な経費を補助することにより、新たな連携の創出や本市におけるＳＤＧｓの取組を

推進することを目的とします。 

 

 

 

 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に事業の実施及び完了報告ができる事業

で、次に掲げる全ての要件を満たすもの。 

 （１）パートナーが中心となり、他のパートナー又は事業者・団体等と連携して実施する事業 

 （２）ＳＤＧｓの達成に資することが明確な事業 

 （３）新規に実施する事業又は既存事業に新たな視点や工夫を加えた事業 

 （４）市内で実施される事業  

 （５）令和５年９月３０日時点で事業の全てが完了していない事業 

 ただし、次のいずれかに該当するときは、補助対象外となります。 

 （１）政治活動、宗教活動を目的とした事業 

 （２）法令及び公序良俗に反する事業 

 （３）本市または本市の関連団体等から補助等を受けている又は受ける予定のある事業 

 

 

 

 パートナー又はパートナーに登録申請中で登録が見込まれる事業者・団体等 

 

 

 

 （１）補助率 

    補助対象経費の１０／１０ 

 （２）補助金額 

    １事業あたり上限５０万円 （１団体につき１事業） 

    ※連携事業者として他の事業で申請済であっても、別事業であれば実施者として申請可 

能です。 

１ 事業の目的 

２ 対象となる事業 

３ 補助金の申請者 

４ 補助率等 



※千円未満の額については切り捨てとなります。 

 

 

 

（１）補助事業の実施に直接必要となる次の表に掲げる経費のうち、市が認める経費を対象とし

ます。 

区  分 内  容 

謝金 外部講師、ボランティア等に対する謝金 

使用料 施設や設備等の使用料 等 

印刷製本費 チラシ・ポスター等の作成費 等 

物品購入費 
消耗品、備品購入費 等 

※パソコン、カメラ等補助事業以外に恒常的に使用可能な備品を除く。 

通信費 切手、はがき代、その他郵送費 等 

委託費 補助事業の一部について外部に委託をするための経費 

その他経費 上記の他、市長が特に必要と認める経費 

 ※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とします。 

 

（２）補助事業に直接関わらない経費や公金の使途として社会通念上適切ではない経費は補助対

象外とします。 

  【主な補助対象外経費】 

   ・経常的な経費（人件費、家賃、光熱水費等） 

   ・公租公課（消費税及び地方消費税等） 

   ・補助事業実施者の会食、飲食費 

 

 

 

申請手続きの流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）申請期間 

   令和５年８月２９日（火）～令和５年９月２９日（金） 

５ 補助対象経費 

６ 申請等に係る手続き 

申請者の手続き 市の手続き 
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（２）提出書類 

   ① 補助金交付申請書（第１号様式） 

   ② 事業計画書 （第１号様式の１） 

      ③ 収支予算書 （第１号様式の２） 

   ④ 関連資料     （任意提出） 

   ※申請様式は相模原市ＳＤＧｓ特設サイトからダウンロードできます。 

 

（３）提出方法 

   電子メール又は郵送にてみんなのＳＤＧｓ推進課に提出してください。 

 

 

 

 以下の視点から書類審査を行い、予算の範囲内で補助対象事業及び交付額を決定します。 

① ＳＤＧｓ達成への寄与 
ＳＤＧｓの理念やゴールを踏まえ、地域課題や社会課題の解決に資

する事業であるか 

② 新規性・独自性 前例がない又は少ないオリジナリティのある事業であるか 

③ 多様性・協働性 
多様な主体が連携し、それぞれの強みを生かして実施される事業で

あるか 

④ 波及性・発展性 
市民や他の事業者に対する波及効果や、今後の事業の発展が期待で

きる事業であるか 

⑤ 意識・行動変容 市民等の意識や行動の変容に資する事業であるか 

⑥ 実現可能性 
事業実施に関するスケジュールや実施体制等の面で実現可能な事

業となっているか 

⑦ 経済性 経費の積算が妥当であり、費用対効果を考慮しているか 

  ※既に事業に着手している場合でも、審査の結果不交付となる場合があります。 

  ※予算の上限を超える場合は、審査において評価の高い事業から順に採択します。 

 

 

 

  事業計画を変更又は中止する場合は、速やかに事業計画変更（中止・廃止）申請書及び必要

書類を提出してください。 

  なお、事業計画の変更により事業費が増加する場合でも、補助金額は当初の補助金交付決定

額が上限となります。 

 

 

 

  補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を提出してください。速やかに提出いただけ

ない場合は、補助金を交付できなくなる可能性があります。 

 （１）提出書類 

８ 事業計画の変更等 

９ 実績報告 

７ 審査及び交付の決定 



  ① 実績報告書 （第６号様式） 

  ② 実施報告書 （第６号様式の１） 

  ③ 収支決算書 （第６号様式の２） 

  ④ 領収書等の支出の証拠書類の写し 

  ⑤ 事業の実施を明らかにする資料（募集チラシ、パンフレット、写真、アンケート結果等） 

  ⑥ その他市長が必要と認める書類 

    ※申請様式は相模原市ＳＤＧｓ特設サイトからダウンロードできます。 

 

 （２）提出方法 

    電子メール又は郵送にてみんなのＳＤＧｓ推進課に提出してください。 

 

 

 

  実績報告に基づき対象経費等について精査し、補助金の交付確定額を申請者に通知します。

通知を受けた場合は速やかに請求書をご提出ください。請求書受領後３０日以内に補助金を指

定の口座に振り込みます。 

 

 

 

（１）次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還して

いただくことがあります。 

   ① 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたとき 

   ② 補助金の他の用途への使用が判明したとき 

   ③ 補助金の交付を受けるまでに、補助対象事業者の要件を欠くことになったとき 

   ④ その他市長が交付決定を取り消すことが適当であると認めたとき 

 

 （２）補助金の不交付決定や交付決定額の減額、受付の終了等により申請者に生じた損害等に

ついて、相模原市は一切の責めを負いません。 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

10 補助金交付額の確定・交付 

11 その他 

12 書類提出先及び問合せ先 

２５２－５２７７ 

相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市市長公室みんなのＳＤＧｓ推進課 

電 話 ０４２－７６９－９２２４ 

メール sdgs@city.sagamihara.kanagawa.jp 


